
三条市公立保育所民営化等実施計画改訂版に関する説明会（大島地区） 応答集 

1 日  時   平成 19 年８月２１日（火） 19：00～19：50 

 

２ 場  所   大島公民館 

 

３ 出席人数  ２５人 

 

番

号 
項  目 質問内容 回   答 

備  

考 

１ 

計画の３ページに国の保育施策の動向が

掲載されているが、ここには民間保育所の支

援は継続する中、公立保育所は不透明だとい

うことが書いてあるが、この傾向は今後も続

くのか。 

国の考え方もありますが、今後もこの傾向は続くものと

思われます。 
 

２ 

計画の５ページに民営化の基本的な考え

方が掲載されているが、公立保育所は、地域

の子育て支援の拠点として保育の質向上の

役割を担ってきた、と過去形になっている。

今後、保育の質の向上の役割は誰が担うの

か。 

残す予定としている公立保育所においては、当然のこと

ながら、保育の質向上の役割を担っていくことになります。
 

３ 改訂前と後では何がかわったか。 

改訂前は、全ての公立保育所を民営化対象施設とするこ

とになっていましたが、今回の改訂版では、残す公立保育

所かつ統廃合検討対象施設を決めた中で、残った施設を民

営化するという方針とした点が変わっています。 

 

４ 

計画内容 

公立保育所の選定基準として、地域性とあ

るが、この中で、栄・下田を特別に規定して

のは意味があるのか。 

三条地区について、拠点の保育所が地区のおおまかなエ

リアをカバーすることを考慮した選定としましたが、栄・

下田地区については、市民の利用しやすい場所として総合

計画上の概念である「地域核」付近であることのほかに、

旧町村の計画も参考にさせていただきました。 

 



５ 
定員６０名の保育所を統廃合検討対象施

設にするとあるが、この意味は。 

国においては、６０名以下の保育所においては、認可保

育所として新設できないことになっており、それをもとに

規定しました。 

 

６ 

今後、次の改訂版が出るかどうかもある

が、もし発行することになれば、地域の声を

聞く項目があるとよいのではないか。 

この計画については、平成２２年度までの期間で行い、

平成２３年度以降は、平成２１、２２年度の２年間で計画

全体の進捗状況などを勘案し、検討していきます。 

 

７ 

民営化によって、どのようなメリット、デ

メリットがあるか、市民には伝わってこな

い。 

市の方針の押し付けのような気がする。 

移管先法人決定後に、保護者説明を行います。  

８ 

民営化全般 

公立では人が減っているのに対し、私立で

は人が増えていることについては、どう考え

ているか。 

私立保育園に人気があるのは、柔軟な保育サービスの提

供や特色ある保育を行ってきた結果ではないかと思ってい

ます。 

 

９ 

今日の説明会では、大島児童館の統廃合の

時期については、はっきりと決まった年次が

ないとのことであるが、それでは会議の要点

がぼやけてしまうと思う。 

統廃合の年次については、地域の方々と話し合いの中で、

決めていきたいと考えています。 
 

10 
大島児童館と須頃保育所が統合された場

合のアクセスはどうなるのか。 

現段階では、大島児童館が須頃保育所と統合されるかど

うかも決まっていませんが、大島地区は範囲も広いことか

ら、バスなどの手法も検討することになると思います。 

 

11 
大島児童館がなくなると聞いたが、どうな

るのか。 

来年すぐ廃止するということにはなりません。 

今回の計画では、統廃合検討対象施設としましたが、手

法や時期については決まっていません。 

地元と話し合いながら、進めていきます。 

 

12 

大島児童館 

大島児童館では、延長保育を始めたが、未

満児保育はやっていない。施設を拡充した中

で、未満児保育はできないものか。 

未満児保育実施のための増築は、市単独の経費でまかな

う必要があり、現状では厳しいと思います。 
 



13 

大島地区の保護者については、未満児保育

を大島児童館がやっていないため、別の保育

所に送迎しているという現状がある。市とし

ても、対応策を考えてほしい。 

現状では、大島児童館での未満児保育の実施は、厳しい

状況であることを御理解願います。 
 

14 

大島児童館は、かなり老朽化しており、い

ずれ須頃保育所と一緒になると思うが、その

須頃保育所も老朽化しているし、施設拡充も

難しい状況ではないのだろうか。 

このような状況下、大島小学校跡地に保育

所整備はできないものか。 

大島の用地に保育施設を建設することは、現実では難し

い状況であります。 

今回の計画上、大島児童館は統廃合検討対象施設となっ

ていますが、時期等決まっていない状況でありますので、

地域の方々と話し合いを行う中で判断していきたいと考え

ています。 

 

 

15 

大島小跡地 

大島小学校の跡地について、保育所の枠に

とらわれているようだが、学童保育や高齢者

施設のことを勘案すると、土地の活用の道も

ひらけてくるのではないか。 

仮に合築した施設であっても、定員６０名という国の認

可保育所建設の縛りはあります。 

 

16 次の会議はいつになるのか。 いつになるかは、決まっていません。  

17 
その他 

将来を担う子どもにお金をかけてほしい。

民営化による財政効果については、できれば、子育て分

野にまわしていくよう、社会福祉課として要望していきた

いと思います。 

 

 


